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※各年5月1日現在

※小学生児童数については「新潟市立小学校児童数推計」より抜粋

※新潟市放課後子どもプラン推進委員会の資料を基に作成（教育委員会地域と学校ふれあい推進課）

※参加率=平均参加人数/全校児童数の平均*100

放課後児童クラブ在籍児童数および
1～3年生に占める放課後児童クラブ利用者割合の推移について

ふれあいスクール参加延べ人数および参加率の推移について

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 Ｈ24 Ｈ25

民設（補助）登録人数 53 114 125 125 139 170 224 270 327

民設（委託）登録人数 407 340 427 467 526 602 581 581 612

ひまわりクラブ登録人数 3,794 4,025 4,643 5,163 5,276 5,274 5,355 5,607 5,902

ひまわりクラブ利用者割合 17.5% 18.2% 21.2% 24.0% 24.9% 25.3% 26.2% 27.9% 29.7%

放課後児童クラブ利用者割合 19.6% 20.2% 23.7% 26.7% 28.0% 28.9% 30.1% 32.2% 34.5%

合計登録人数 4,254 4,479 5,195 5,755 5,941 6,046 6,160 6,458 6,841
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■ 児童の放課後対策事業の制度比較表

ひまわりクラブ 民設放課後児童クラブ（補助） 民設放課後児童クラブ（委託） 子どもふれあいスクール

教育委員会　地域と学校ふれあい推進課

登録児童数
（Ｈ25.5現在）

5,902人 327人 612人
（対象児童数）

22,910人

施設数
（Ｈ25.5現在）

102 15 7 62校/113校中

事業概要
就労等により，昼間保護者のいない家庭の低学
年児童に対し，放課後の健全育成を図るもの

ひまわりクラブが大規模化または未実施の校区
において，市が補助金（月額 8,800円/人）を支
給したうえで，私立幼稚園・保育園，保護者会
等の団体が放課後児童クラブを運営

主に秋葉区において，NPO法人が市から事業委託を
受け，放課後児童クラブを運営（合併前からの継続
事業）

放課後，小学校の体育館や特別教室等において，
地域ボランティアの協力のもと，子どもたちが体を動
かしたり，自由に遊ぶもの

運営主体 ・新潟市社会福祉協議会（指定管理者）
・私立幼稚園・保育園
・社会福祉法人
・保護者会等

・NPO法人
・社会福祉法人

・ふれあいスクール運営委員会
（各校PTAと教育委員会の共催）

利用条件

次の要件を備えていること
・新潟市に住所を有する児童
・小学校1～3年生
・就労等により昼間保護者のいない家庭の児童

ひまわりクラブに準じるよう要求
・独自に4年生以上を対象とすることも可とする
が，補助金の対象外

各運営主体によるが概ねひまわりクラブと同条件
（独自に4年生以上を対象とする施設あり）

・事業実施小学校の在籍児童（１～６年生）
・校区内在住の大人及び運営委員会で認める未就
学児等

開設日時
・平常授業期間：放課後～午後6時30分
・土曜，臨時休校，長期休業期間：
                   午前8時～午後6時30分

ひまわりクラブに準じるよう要求
・ただし，利用者に対して希望調査を行った上
で，閉所時間等を実態に即した形で実施するこ
とも可

各運営主体による

・平常授業期間：放課後～午後7時（最大）
・土曜，臨時休校，長期休業期間：
             午前7時30分～午後7時（最大）

概ね週１～３日（各運営主体による）

・平日：午後3時～午後4時45分（職員勤務時間内）
・土曜日：午前9時～午前11時45分
（日曜日，祝日及び長期休業中は未実施）

実施場所 市が設置する学校内外の専用施設
運営団体が設置する専用施設
（園空きスペース，小学校空き教室等）

運営団体が設置する専用施設
（保育園，空き店舗等）

実施校の体育館，グラウンド，余裕教室等

利用料

・児童1人につき   6,900円/月
   （前年度課税額に応じて減免あり）
・クラブ活動費  2,000円程度/月
   （減免制度なし）

各運営主体によるが，ひまわりクラブに準じる，
もしくは下回らないよう要求
・市に準じて減免した場合は，その分の補填あり

各運営主体による

・児童1人につき月額6,900円～10,080円
    （クラブ活動費込み）
・減免制度なし

・無料

事業開始
条件

・継続的に40人以上の利用が見込まれること ・継続的に5人以上の利用が見込まれること ・現在，新規開設を認めていない ・学校からの希望を基に開設校を決定

・保護者に事務的な負担なし
・利用料がクラブの運営状態に影響されない

・開始条件をクリアすることが容易
・開設日時等，柔軟な運営が可能

・保護者に事務的な負担なし
・柔軟に対応してもらえる場合がある
・開設日時等，柔軟な運営が可能

・事業実施小学校の児童であれば誰でも参加可能
・無料

・小規模校では開設できない
・条例で規定されているため柔軟な運営が困難

・利用料が割高になる場合がある
・利用人数に左右されるため運営が不安定
・保護者会の場合，自ら運営に携わる必要があ
る（事務手続き，指導員の確保等）
・指導員の確保が困難
・活動場所の確保が困難

・利用料が割高になる場合がある
・利用人数に左右されるため運営が不安定
・減免制度がない

・毎日実施していない
・長期休業中は実施していない
・ひまわりと比べると時間が短い
・地域ボランティアの確保が困難

メリット

デメリット

福祉部こども未来課

名称

所管課

概要等
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※各年5月1日現在の状況です。

○運営形態別クラブ数及び施設数

H21 H22 H23 H24 H25

クラブ数 79 79 79 80 80

施設数 92 98 100 101 102

7 8 8 7 7

5 6 8 8 8

3 3 3 5 7

107 115 119 121 124
※民設クラブについては，クラブ数と施設数は同じです。

○施設設置場所

H21 H22 H23 H24 H25

17 19 20 24 25

30 33 34 34 36

11 12 12 12 13

21 21 21 20 18

11 12 12 12 12

3 3 3 3 3

5 5 5 6 7

5 5 7 6 6

1 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 1 0 0

1 1 1 1 1

107 115 119 121 124

○運営形態別大規模及び狭隘化クラブ数
※大規模クラブとは…在籍児童数70人以上のクラブ
※狭隘化クラブとは…1人あたり面積1.65㎡未満のクラブ

H21 H22 H23 H24 H25

大規模 30 24 23 24 25

狭隘化 12 9 6 4 7

大規模 3 4 4 4 4

狭隘化 3 2 2 2 3

大規模 0 0 0 0 0

狭隘化 0 0 1 1 1

大規模 0 0 0 0 0

狭隘化 0 0 0 0 0

大規模 33 28 27 28 29

狭隘化 15 11 9 7 11

○旧耐震基準施設数

14施設

児童館・児童センター内

設置場所

計

借地内専用施設等

市有地内専用施設等

公的施設内専用施設

小学校敷地内専用施設等

高齢者施設等

町内会館等

借家

空き店舗等

幼稚園

保育園

民設・補助
（ひまわりクラブ大規模対応）

民設・補助
（ひまわりクラブ未設置対応）

民設・委託

計

運営形態

計

公設（ひまわりクラブ）

放課後児童クラブ施設状況について

民設・補助（ひまわりクラブ大規模対応）

民設・委託

公設（ひまわりクラブ）

運営形態

小学校空き教室等

民設・補助（ひまわりクラブ未設置対応）
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4

市
有

地
内

専
用

施
設

3
1

3
0

3
1

2
6

5
.3
7

5
.5
4

5
.3
7

6
.4
0

岩
室

ふ
れ

あ
い

キ
ッ

ズ
H
6
.1
1

小
学

校
内

4
1
2
.5
0

小
学

校
内

施
設

1
1

1
0

1
5

2
3

3
7
.5
0

4
1
.2
5

2
7
.5
0

1
7
.9
3

鎧
郷

鎧
郷

H
4
.7

市
有

地
1
8
6
.5
9

市
有

地
内

専
用

施
設

3
6

3
5

3
6

5
4

5
.1
8

5
.3
3

5
.1
8

3
.4
6

曽
根

曽
根

H
1
6
.1
2
.1
3

市
有

地
1
5
2
.3
7

市
有

地
内

専
用

施
設

4
5

4
0

3
9

3
8

3
.3
9

3
.8
1

3
.9
1

4
.0
1

升
潟

升
潟

H
1
5
.1
2
.1
0

市
有

地
1
1
6
.0
8

市
有

地
内
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用

施
設

2
2

2
6

2
3

2
0

5
.2
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4
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6

5
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5

5
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0

潟
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潟

東
H
1
1
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0
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1
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0
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4
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5
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8
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7

8
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3
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6
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1

7
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1
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西
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口
西
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3
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6
4
.0
0

小
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内
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2
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4
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2
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2
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東
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0

小
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校
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1
0

1
2

1
5

1
5

1
7
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2
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4
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0

1
1
.6
8

4
.2
7

巻
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1
9
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6
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内
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8
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小
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内
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3
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2
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2
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2
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2
2
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2
.9
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3
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6

3
.4
8

3
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S
5
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尾
自
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有
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2
2
8
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松
野
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落
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内

2
6

2
5

2
7
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5

8
.7
9

9
.1
4

8
.4
6

9
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4

巻
南

巻
南
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5
3
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小
学
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内

1
4
1
.5
4

小
学

校
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空
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室

利
用

7
0

6
3

6
1

5
3

2
.0
2

2
.2
5

2
.3
2

2
.6
7

潟
東

東
◇

愛
楽

結
い

ず
い

-
-

4
3
.1
9

老
人

福
祉

施
設

1
0

2
1

2
0

2
3

4
.3
2

2
.0
6

2
.1
6

1
.8
8

潟
東

西

越
前

◇
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子

キ
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市
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保
育

園
内

4
0
.2
5

七
浦

保
育

園
内

2
3

1
.7
5

計
6
,0
6
4

6
,1
6
0

6
,4
5
8

6
,8
4
1

新
通

白
根

五
十

嵐

内
野

西
坂

井
輪

山
田

南

西
蒲

秋
葉

新
津

第
三

金
津
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■ひまわりクラブ利用者負担の考え方

■利用料減免額別児童数と減免額

前年度の市民税の課税額（保護者合算）により決定する。

※Ｈ25は4月分利用料調定より

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

全額免除

平成２５年度は、税制改正による年少扶養控除および特定扶養控除の廃止による影響を受けないように市民税額を再計算。
また、平成２５年８月からは申請に基づき未婚のひとり親家庭へ「みなし寡婦（夫）控除」の適用を開始。

ひまわりクラブにおける利用料減免と運営費負担割合

生活保護世帯

対象児童数　（人）
区　分（階　層） 減免基準 減免額月額利用料

保護者

1/2

国

1/6

都道府

県

1/6

市町村

1/6

国が想定する運営費の負担の考え方

政令市負担

・運営費全体の概ね1/2を保護者負担で賄うことを想定。

・残りを国，都道府県，市町村が1/3ずつ負担することを想定。

※1クラブ当たりの総事業費：672.0万円と想定。

全額免除 0 6,900 36 48 43

2/3免除 2,300 4,600 557 560 557

1/2免除 3,450 3,450 488 545 857

1/3免除 4,600 2,300 3,049 3,193 3,085

- 6,900 0 1,225 1,260 1,314

5,355 5,607 5,856

77.1% 77.5% 77.6%

■平成２５年度　減免区分別世帯割合 ■新潟市における運営費負担割合の現状
　　　　　　（平成24年度決算）

　　 （千円）
新潟市 410,205
新潟市(減免分） 139,578
保護者 305,458
国 144,082
合計 999,323

生活保護世帯

市民税非課税世帯

市民税所得割額1万円未満世帯

市民税所得割額1万円以上23万5千円未満世帯

市民税所得割額23万5千円以上世帯

減免適用世帯割合

合　　計

生活保護

世帯

0.7%

市民税

非課税世

帯
9.5%

市民税所

得割額

1万円未

満世帯
14.6%市民税所

得割額

1万円以

上23万5
千円未満

世帯
52.7%

市民税所

得割額23
万5千円

以上世帯

22.4%

新潟市
41.0%

新潟市

(減免分）

14.0%

保護者
30.6%

国
14.4%
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児
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台
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営
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営
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民
営
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営
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1
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箇
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0
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4
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箇
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5
箇
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1
0
8
箇

所
　
+
　
ｻ

ﾃ
ﾗ
ｲ
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1
9
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7
4
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1
0
0
箇

所
1
2
1
箇

所
2
0
2
箇

所
8
2
箇

所
2
6
7
箇

所

4
対

象
学

年

高
校

生
以

下
の

児
童

（
児

童
ク

ラ
ブ

に
あ
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て

は
、
市

内
の

小
学

１
年

生
か

ら
５
年

生
ま

で
（
障

が
い

の
あ

る
児

童
に

あ
っ

て
は

、
６
年

生
ま

で
）
の

児
童

で
、

保
護

者
が

就
労

等
に

よ
り
不

在
の

た
め

、
適

切
な

指
導

、
援

助
が

受
け

ら
れ

な
い

者
）

原
則

と
し

て
、

当
該

小
学

校
に

通
学

す
る

１
年

生
か

ら
６
年

生
ま

で
の

児
童

（
児

童
ク

ラ
ブ

に
あ

っ
て

は
、
当

該
小

学
校

に
通

う
１
年

生
か

ら
５
年

生
ま

で
（
障

が
い

の
あ

る
児

童
に

あ
っ

て
は

、
６
年

生
ま

で
）
の

児
童

で
、

保
護

者
が

就
労

等
に

よ
り
不

在
の

た
め

、
適

切
な

指
導

、
援

助
が

受
け

ら
れ

な
い

者
）

市
内

の
小

学
１
年

生
か

ら
５

年
生

ま
で

（
障

が
い

の
あ

る
児

童
に

あ
っ

て
は

、
６
年

生
ま

で
）
の

児
童

で
、

保
護

者
が

就
労

等
に

よ
り
不

在
の

た
め

、
適

切
な

指
導

、
援

助
が

受
け

ら
れ

な
い

者
。

※
助

成
対

象
外

児
童

（
小

学
６
年

生
以

上
）
も

通
所

当
該

小
学

校
区

等
の

１
年

生
か

ら
６
年

生
ま

で
の

児
童

1
～

3
年

生
の

就
労

等
留

守
家

庭
原

則
1
～

3
年

生
の

留
守

家
庭

児
童

1
～

6
年

生
留

守
家

庭
児

童
原

則
1
～

3
年

生
（就

労
家

庭
優

先
）

1
～

3
年

生
（
特

別
な

事
由

が
あ

る
児

童
は 6
年

生
ま

で
）

1
～

6
年

生
1
～

6
年

生

5
待

機
児

童
数

5
0
人

3
5
7
人

-
2
1
9
人

市
で

は
把

握
し

て
い

な
い

定
員

を
設

け
ず

定
員

を
設

け
ず

(特
別

支
援

校
を

除
く
）

6
定

員
を

超
え

た
場

合
の

選
定

基
準

学
年

や
世

帯
の

状
況

等
保

護
者

の
勤

務
時

間
，
勤

務
日

数
，
世

帯
状

況
等

-
学

年
や

保
護

者
の

就
労

状
況

等
各

ク
ラ

ブ
の

運
営

委
員

会
で

設
定

-
-

7

定
員

に
対

し
て

、
１
人

あ
た

り
の

利
用

専
用

ス
ペ

ー
ス

㎡

※
部

屋
数

で
は

な
く
、

児
童

一
人

当
た

り
の

確
保

面
積

2
.8

1
㎡

1
.6

5
㎡

1
.6

5
㎡

原
則

と
し

て
通

常
：1

.6
5
㎡

以
上

弾
力

化
適

用
後

：：
1
.5

㎡
以

上

2
.9

8
㎡

（
1
人

あ
た

り
の
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均

面
積

）
※

実
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に
は

1
.6

5
㎡

未
満

の ク
ラ

ブ
も

あ
り

2
.6

2
㎡

1
.3

9
㎡

8
保

護
者

負
担

金
（
利

用
料

）

・8
:4

5
～

1
8
:0

0
の

利
用

は
無
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。

・8
:0

0
～

8
:4
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又
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1
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の
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用

は
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2
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0
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（
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期
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業
期

間
の

み
利

用
の

場
合
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期
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2
,0

0
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円
）
。

な
お

、
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の
有
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は
、
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年
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月

よ
り
実
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。
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:4
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の
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。
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8
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又
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0
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間
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の
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0
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、
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。
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独
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２
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⇒
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⇒
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村

民
税

非
課

税
世

帯
：

5
,0

0
0
円

C
　
A
階

層
を

除
く
H
2
4
年

分
の

所
得

税
非

課
税

世
帯

か
つ

H
2
4
年

度
（
H
2
3
年

）の
市

町
村

民
税

課
税

世
帯

：3
,0

0
0

円 D
　

災
害

に
よ

る
損

失
を

受
け

た
世

帯
又

は
災

害
対

策
法

に
基

づ
き

市
内

に
避

難
し

た
世

帯
：5

,0
0
0
円

そ
の

他
、

ク
ラ

ブ
毎

に
一

人
親

世
帯

減
額

制
度

、
兄

弟
割

引
等

を
実

施

○
生

活
保

護
受

給
者

・
市

民
税

非
課

税
世

帯
⇒

無
料 ○

市
民

税
所

得
割

5
,0

0
0

円
未

満
世

帯
（
均

等
割

世
帯

含
む

）
⇒

半
額

市
民

税
所

得
割

非
課

税
世

帯
・
生

活
保

護
受

給
者

⇒
2
,5

0
0
円

／
月

市
民

税
所

得
割

非
課

税
世

帯
・
生

活
保

護
受

給
者

⇒
2
,5

0
0
円

／
月

市
民

税
所

得
割

非
課

税
世

帯
・
生

活
保

護
受

給
者

⇒
2
,5

0
0
円

／
月

1
3

学
校

休
業

日
に

お
け

る
開

室
時

間
午

前
8
時

（午
前

8
時

～
8
時

4
5
分

は
延

長
時

間
）

午
前

8
時

（午
前

8
時

～
8
時

4
5
分

は
延

長
時

間
）

各
施

設
が

独
自

に
設

定
午

前
1
0
時

午
前

9
時

（長
期

休
業

日
等

は
午

前
8
時

）
平

日
も

児
童

館
と

し
て

午
前

9
時

開
館

8
時

半
か

ら
1
9
時

8
時

半
か

ら
1
9
時

午
前

8
時

（
土

曜
日

の
み

午
前

8
時

3
0
分

）
ク

ラ
ブ

に
よ

り
異

な
る

午
前

８
時

3
0
分

午
前

9
時

1
4

基
本

閉
室

時
間

午
後

6
時

午
後

6
時

各
施

設
が

独
自

に
設

定
午

後
5
時

午
後

6
時

（土
曜

日
は

午
後

5
時

）
1
9
時

1
9
時

午
後

6
時

（
土

曜
日

の
み

午
後

4
時

3
0
分

）
ク

ラ
ブ

に
よ

り
異

な
る

（午
後

6
時

以
降

）
午

後
７
時

午
後

７
時

（充
実

型
）、

午
後

6
時

（従
来

型
）

1
5

延
長

閉
室

時
間

午
後

7
時

午
後

7
時

各
施

設
が

独
自

に
設

定
延

長
な

し
午

後
7
時

1
5
分

無
各

ク
ラ

ブ
に

よ
り
異

な
る

午
後

7
時

ク
ラ

ブ
に

よ
り
異

な
る

延
長

な
し

延
長

な
し

1
6

延
長

料
金

7
の

と
お

り
7
の

と
お

り
各

施
設

が
独

自
に

設
定

-
1
,0

0
0
円

無
各

ク
ラ

ブ
に

よ
り
異

な
る

1
,0

0
0
円

ク
ラ

ブ
に

よ
り
異

な
る

-
-

1
7

お
や

つ
代

-
-

各
施

設
が

独
自

に
設

定
-

各
児

童
館

に
よ

る
月

額
2
,0

0
0
円

各
ク

ラ
ブ

に
よ

り
異

な
る

2
,0

0
0
円

/
月

（利
用

料
と

は
別

）
ク

ラ
ブ

に
よ

り
異

な
る

実
費

相
当

額
実

費
相

当
額

1
8

指
導

員
賃

金
の

予
算

上
の

積
算

単
価

児
童

指
導

員
月

額
1
5
4
,6

0
0
円

臨
時

職
員

日
給

5
,1

1
0
円

予
備

指
導

員
日

給
6
,4

7
0
円

事
務

指
導

員
　
月

額
1
4
6
,0

0
0
円

専
門

指
導

員
月

額
1
6
5
,3

0
0
円

児
童

指
導

員
月

額
1
4
6
,0

0
0
円

予
備

指
導

員
日

給
6
,4

7
0
円

-

学
習

ア
ド
バ

イ
ザ

ー
　
1
,4

8
0
円

安
全

管
理

員
1
,3

3
0
円

指
定

管
理

料
の

積
算

は
、

厚
労

省
の

賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

（
社

保
・
社

福
・

介
護

，
保

育
士

（
女

）
の

年
収

2
,8

0
0
～

3
,4

0
0
千

円
程

度
）
や

，
本

市
非

常
勤

職
員

報
酬

月
額

（8
9
～

1
3
4
千

円
）
な

ど

階
級

・
経

験
年

数
・
資

格
な

ど
に

よ
り
異

な
る

各
ク

ラ
ブ

に
よ

り
異

な
る

指
導

員
：
基

本
給

1
4
6
,0

0
0
円

/
月

補
助

指
導

員
9
6
0
円

/
ｈ

8
5
6
円

（補
助

指
導

員
）

2
0
0
,0

0
0
円

／
月

（
土

曜
日

開
設

ク
ラ

ブ
常

勤
指

導
員

）

8
5
6
円

8
5
6
円

1
9

指
導

員
配

置
基

準
館

長
1
名

＋
指

導
員

2
名

を
基

本
と

し
て

い
る

。
専

門
指

導
員

1
名

、
指

導
員

2
名

を
基

本
と

し
て

い
る

。
各

施
設

が
独

自
に

設
定

学
習

ア
ド
バ

イ
ザ

ー
：

1
名

、
安

全
管

理
員

：
1
名

配
置

基
準

は
無

。
配

置
は

各
指

定
管

理
者

に
よ

る
。

予
算

上
（
指

定
管

理
料

）
の

積
算

は
館

長
×

1
+
常

勤
×

A
+
非

3
0
H
×

B
+
ｱ

ﾙ
ﾊ

ﾞｲ
ﾄな

ど
、
児

童
ク

ラ
ブ

の
み

で
は

な
く
児

童
館

全
体

分
で

積
算

し
て

い
る

。

常
時

複
数

の
専

任
指

導
員

を
配

置
す

る
。

児
童

数
に

応
じ

た
指

導
員

の
配

置
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
な

お
、
障

害
児

加
配

指
導

員
は

、
次

の
表

の
指

導
員

配
置

基
準

の
ほ

か
に

配
置

を
す

る
も

の
と

す
る

。
1
0
人

以
上

1
9
人

以
下

：
2
人

以
上

2
0
人

以
上

3
5
人

以
下

：
3
人

以
上

3
6
人

以
上

4
5
人

以
下

：
4
人

以
上

4
6
人

以
上

7
0
人

以
下

：
5
人

以
上

常
時

複
数

の
専

任
指

導
員

を
配

置
す

る
。

児
童

数
に

応
じ

た
指

導
員

の
配

置
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
な

お
、
障

害
児

加
配

指
導

員
は

、
次

の
表

の
指

導
員

配
置

基
準

の
ほ

か
に

配
置

を
す

る
も

の
と

す
る

。
1
0
人

以
上

1
9
人

以
下

：
2
人

以
上

2
0
人

以
上

3
5
人

以
下

：
3
人

以
上

3
6
人

以
上

4
5
人

以
下

：
4
人

以
上

4
6
人

以
上

7
0
人

以
下

：
5
人

以
上

4
0
人

ま
で

　
2
人

6
0
人

ま
で

　
3
人

8
0
人

ま
で

　
4
人

1
0
0
人

ま
で

 5
人

（う
ち

１
人

は
ル

ー
ム

リ
ー

ダ
ー

）

標
準

（2
0
～

3
5
人

）、
大

規
模

（3
6
人

以
上

）・
・・

指
導

員
２
人

，
小

規
模

（1
0
～

1
9
人

）・
・・

指
導

員
１
人

、
補

助
指

導
員

１
人

※
児

童
が

１
人

以
上

参
加

し
て

い
る

場
合

は
、

必
ず

２
人

以
上

配
置

す
る

こ
と

。

常
勤

二
人

に
加

え
参

加
人

数
に

応
じ

て
配

置

3
5
人

ま
で

3
人

3
6
人

か
ら

7
0
人

ま
で

4
人

7
1
人

か
ら

9
0
人

ま
で

 5
人

9
1
人

以
上

6
人

3
5
人

ま
で

　
チ

ー
フ

1
人

、
ア

シ
ス

1
人

7
0
人

ま
で

　
チ

ー
フ

1
人

、
ア

シ
ス

2
人

9
0
人

ま
で

　
チ

ー
フ

1
人

、
ア

シ
ス

3
人

9
1
人

以
上

　
チ

ー
フ

１
人

、
ア

シ
ス

4
人

さ
い

た
ま

市
横

浜
市

民
間

児
童

育
成

会
子

ど
も

ル
ー

ム
（
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

）
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
は

ま
っ

子
ふ

れ
あ

い
ス

ク
ー

ル
事

業
名

1
ミ
ニ

児
童

会
館

事
業

放
課

後
キ

ッ
ズ

ク
ラ

ブ
放

課
後

子
ど

も
教

室
モ

デ
ル

事
業

定
員

は
設

け
て

い
な

い

札
幌 -

都
市

名

児
童

ク
ラ

ブ
事

業
さ

い
た

ま
市

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

定
員

は
設

け
て

い
な

い

児
童

会
館

事
業

‐10‐



2
設

置
区

分

3
実

施
箇

所
数

4
対

象
学

年

5
待

機
児

童
数

6
定

員
を

超
え

た
場

合
の

選
定

基
準

7

定
員

に
対

し
て

、
１
人

あ
た

り
の

利
用

専
用

ス
ペ

ー
ス

㎡

※
部

屋
数

で
は

な
く
、

児
童

一
人

当
た

り
の

確
保

面
積

8
保

護
者

負
担

金
（
利

用
料

）

9
(負

担
金

）
月

ご
と

に
違

い
が

あ
る

場
合

そ
の

内
訳

1
0

負
担

金
に

お
や

つ
代

は
含

ま
れ

て
い

る
か

。

1
1

減
額

免
除

制
度

も
し

く
は

所
得

階
層

制
度

の
有

無

1
2

減
額

免
除

制
度

も
し

く
は

所
得

階
層

制
度

の
基

準

1
3

学
校

休
業

日
に

お
け

る
開

室
時

間

1
4

基
本

閉
室

時
間

1
5

延
長

閉
室

時
間

1
6

延
長

料
金

1
7

お
や

つ
代

1
8

指
導

員
賃

金
の

予
算

上
の

積
算

単
価

1
9

指
導

員
配

置
基

準

事
業

名
1

都
市

名

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

政
令

市
比

較
 　

(平
成

2
4
年

5
月

1
日

現
在

）

川
崎

市
新

潟
市

静
岡

市
浜

松
市

公
設

民
営

(指
定

管
理

者
:公

募
)

※
こ

ど
も

文
化

セ
ン

タ
ー

含
む

公
設

公
営

民
設

民
営

公
設

民
営

公
設

民
営

公
設

民
営

公
設

民
営

公
設

民
営

( 指
定

管
理

者
制

度
:非

公
募

）
民

設
民

営
公

設
公

営
（
一

部
業

務
の

み
民

営
）

民
設

民
営

民
設

民
営

1
1
3
箇

所
6
6
箇

所
（H

2
4
.5

.1
現

在
）

１
８
箇

所
（H

2
4
.5

.1
現

在
）

1
0
1
箇

所
7
5
箇

所
1
0
7
箇

所
2
5
1
箇

所
1
0
箇

所
1
6
4
箇

所
2
9
8
箇

所
2
8
箇

所
9
9
箇

所

1
～

6
年

生

1
～

3
年

生
（た

だ
し

障
害

等
に

よ
り
特

別
な

支
援

を
要

す
る

児
童

は
6
年

生
ま

で
）

施
設

に
よ

り
異

な
る

1
～

3
年

生
の

就
労

家
庭

児
童

原
則

、
1
～

3
年

生
（4

年
生

以
上

の
受

入
あ

り
）

1
～

3
年

生
（
定

員
を

下
回

る
場

合
は

6
年

生
ま

で
）

1
～

6
年

生
1
～

6
年

生
1
～

3
年

生
（た

だ
し

高
学

年
受

入
も

可
）

1
～

6
年

生
0
～

1
8
歳

1
～

6
年

生
（
支

援
を

要
す

る
児

童
に

つ
い

て
は

中
高

生
ま

で
）

定
員

を
設

け
ず

1
4
8
人

施
設

に
よ

り
異

な
る

0
人

4
1
人

3
6
人

定
員

な
し

な
し

把
握

し
て

い
な

い
な

し
な

し
な

し

-
学

年
，
保

護
者

の
就

労
日

数
・時

間
，
帰

宅
時

間
等

各
施

設
に

よ
る

-
申

請
内

容
・
入

会
希

望
先

ク
ラ

ブ
の

状
況

等
を

総
合

的
に

判
断

各
施

設
に

よ
る

-
-

-
-

-
-

定
期

的
利

用
児

童
定

員
1

人
あ

た
り
1
.6

5
㎡

1
.6

5
㎡

施
設

に
よ

り
異

な
る

1
.6

5
㎡

1
.6

5
㎡

1
.5

㎡
定

員
な

し
1
.6

2
㎡

運
営

助
成

要
綱

で
2
4
.7

5
㎡

以
上

と
面

積
は

規
定

し
て

い
る

が
、
1

人
あ

た
り
の

面
積

は
規

定
し

て
い

な
い

。

-

規
定

な
し

※
施

設
あ

た
り
4
0
㎡

以
上

確
保

（
大

阪
市

子
ど

も
の

家
事

業
運

営
基

準
）

1
.7

5
㎡

（
大

阪
市

留
守

家
庭

児
童

対
策

事
業

補
助

金
交

付
要

綱
）

な
し

育
成

料
　
：5

,3
0
0
円

／
月

施
設

に
よ

り
異

な
る

6
,9

0
0
円

/
月

7
,5

0
0
円

～
1
4
,0

0
0
円

/
月

2
,0

0
0
円

～
8
,2

0
0
円

/
月

な
し

5
,0

0
0
円

/
月

一
時

利
用

は
8
0
0
円

/
1
回

育
成

会
ご

と
に

異
な

る
（
低

学
年

平
均

1
9
,0

0
0
円

/
月

[お
や

つ
代

含
む

]）
そ

の
他

育
成

会
ご

と
に

減
免

を
実

施
し

て
い

る
と

こ
ろ

も
あ

る

無
料

原
則

無
料

（
実

費
徴

収
等

可
）　

※
補

助
事

業
者

に
よ

る

概
ね

2
0
,0

0
0
円

/
月

（お
や

つ
代

、
特

別
活

動
費

等
含

む
）　

※
補

助
事

業
者

に
よ

る

‐
-

-
-

静
岡

市
　
葵

区
・駿

河
区

8
、
3
月

以
外

： 
9
,5

0
0
円

8
月

：1
4
,0

0
0
円

3
月

：1
2
,0

0
0
円

清
水

区
7
,5

0
0
円

-
－

－

育
成

会
ご

と
に

異
な

る
（
夏

季
や

冬
季

一
時

金
を

別
途

徴
収

し
て

い
る

と
こ

ろ
も

あ
る

）

-
※

補
助

事
業

者
に

よ
る

※
補

助
事

業
者

に
よ

る

‐
含

ま
ず

施
設

に
よ

り
異

な
る

含
ま

ず
含

む
含

ま
ず

－
含

む
育

成
会

ご
と

に
異

な
る

含
ま

ず
※

補
助

事
業

者
に

よ
る

※
補

助
事

業
者

に
よ

る

‐
有

施
設

に
よ

り
異

な
る

有
無

一
部

有
－

有
有

（
育

成
会

ご
と

に
異

な
る

）
な

し
※

補
助

事
業

者
に

よ
る

※
補

助
事

業
者

に
よ

る

‐

生
活

保
護

受
給

者
・
市

県
民

税
減

免
世

帯
・
月

の
全

日
欠

席
を

前
月

ま
で

に
申

し
出

た
者

→
全

額
減

免

施
設

に
よ

り
異

な
る

○
生

活
保

護
受

給
者

⇒
全

額
減

免
○

市
民

税
非

課
税

世
帯

⇒
2
/
3
減

免
○

市
民

税
所

得
割

額
1
万

円
未

満
⇒

1
/
2
減

免
○

市
民

税
所

得
割

額
1
万

円
以

上
2
3
万

5
千

円
未

満
⇒

1
/
3

減
免

無
ひ

と
り
親

家
庭

世
帯

に
つ

い
て

は
、
減

免
－

○
ひ

と
り
親

家
庭

（
所

得
制

限
あ

り
）

○
生

活
保

護
受

給
家

庭
⇒

半
額

減
免

育
成

会
ご

と
に

異
な

る
な

し
※

補
助

事
業

者
に

よ
る

※
補

助
事

業
者

に
よ

る

午
前

8
時

3
0
分

午
前

８
時

施
設

に
よ

り
異

な
る

午
前

8
時

午
前

8
時

８
時

～
１
８
時

午
前

9
時

午
前

8
時

（土
曜

日
は

午
前

9
時

）

育
成

会
ご

と
に

異
な

る
（
助

成
要

綱
で

は
8
時

間
以

上
開

設
）

午
前

8
時

3
0
分

概
ね

午
前

8
時

　
※

補
助

事
業

者
が

設
定

概
ね

午
前

8
時

　
※

補
助

事
業

者
が

設
定

午
後

6
時

午
後

６
時

施
設

に
よ

り
異

な
る

午
後

6
時

3
0
分

午
後

6
時

１
８
時

（一
部

1
8
時

3
0
分

及
び

1
9
時

0
0
分

）
午

後
6
時

午
後

5
時

育
成

会
ご

と
に

異
な

る
午

後
6
時

概
ね

午
後

7
時

　
※

補
助

事
業

者
が

設
定

概
ね

午
後

7
時

　
※

補
助

事
業

者
が

設
定

別
事

業
と

し
て

午
後

7
時

ま
で

午
後

7
時

施
設

に
よ

り
異

な
る

延
長

な
し

延
長

な
し

延
長

な
し

－
午

後
7
時

（土
曜

日
は

午
後

6
時

）
育

成
会

ご
と

に
異

な
る

延
長

な
し

※
補

助
事

業
者

に
よ

る
※

補
助

事
業

者
に

よ
る

2
,5

0
0
円

/
月

１
人

１
回

あ
た

り
2
0
0
円

施
設

に
よ

り
異

な
る

-
-

-
－

5
,0

0
0
円

/
月

一
時

利
用

は
8
0
0
円

/
1
回

育
成

会
ご

と
に

異
な

る
-

※
補

助
事

業
者

に
よ

る
※

補
助

事
業

者
に

よ
る

1
日

1
0
0
円

2
,0

0
0
円

／
月

施
設

に
よ

り
異

な
る

2
,0

0
0
円

（負
担

金
と

は
別

）
負

担
金

に
含

む
1
,0

0
0
円

～
2
,0

0
0
円

－
負

担
金

に
含

む
育

成
会

ご
と

に
異

な
る

な
し

（
認

め
ら

れ
た

場
合

、
持

参
）

※
補

助
事

業
者

に
よ

る
※

補
助

事
業

者
に

よ
る

8
9
9
円

（下
限

額
）以

上
1
,0

0
0
円

／
時

（H
2
4
.4

月
～

）
-

正
規

指
導

員
　
月

給
1
2
6
,2

0
0
円

臨
時

指
導

員
　
時

給
7
6
0
円

9
8
0
円

指
導

員
：1

,2
4
0
円

　
補

助
指

導
員

：8
6
8
円

運
営

指
導

員
＠

1
4
2
,7

5
0
円

（月
額

）
運

営
補

助
指

導
員

＠
1
,0

7
0
円

（時
給

）
地

域
指

導
員

@
8
7
0

円
（
時

給
）

無
無

基
本

4
人

以
上

人
数

に
よ

り
指

定
管

理
者

が
判

断
し

増
員

3
5
人

ま
で

　
2
人

7
0
人

ま
で

　
3
人

1
0
5
人

ま
で

　
4
人

1
0
5
人

以
上

　
5
人

施
設

に
よ

り
異

な
る

各
ク

ラ
ブ

に
正

規
指

導
員

（
有

資
格

）
を

2
名

配
置

。
児

童
数

に
応

じ
て

臨
時

指
導

員
を

加
配

。

4
5
人

以
上

　
臨

時
指

導
員

を
1
人

加
配

6
5
人

以
上

　
臨

時
指

導
員

を
2
人

加
配

（
以

降
，

同
様

に
児

童
2
0
人

単
位

で
臨

時
指

導
員

を
加

配
）

3
5
人

ま
で

　
2
人

3
6
～

4
5
人

ま
で

　
3
人

4
6
人

～
5
5
人

　
4
人

5
6
人

以
上

　
4
名

ま
た

は
5
名

2
0
～

5
4
名

　
2
名

（指
導

員
1
名

　
補

助
指

導
員

1
名

）
5
5
～

7
0
名

　
3
人

（指
導

員
1
名

　
補

助
指

導
員

2
名

）

【
運

営
主

体
公

募
の

際
の

本
市

仕
様

】
運

営
指

導
者

（国
：コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）　

1
名

地
域

協
力

員
（
国

：
安

全
管

理
員

）　
最

低
1
名

（
た

だ
し

、
安

全
確

保
の

た
め

、
参

加
児

童
数

等
に

応
じ

て
複

数
名

配
置

が
望

ま
し

い
）

【
運

営
主

体
公

募
の

際
の

本
市

仕
様

】
運

営
指

導
者

（国
：コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）
　
1
名

子
ど

も
指

導
員

（
国

：
放

課
後

児
童

指
導

員
）
１
名

地
域

協
力

員
（
国

：
安

全
管

理
員

）　
1
名

指
導

員
は

育
成

会
ご

と
に

雇
用

【参
考

-
補

助
基

準
-
】

次
の

い
ず

れ
か

1
名

以
上

を
配

置
＊

教
員

又
は

保
育

士
資

格
を

有
す

る
者

＊
児

童
の

健
全

育
成

に
1
年

以
上

の
経

験
を

有
す

る
者

各
「
い

き
い

き
」
ご

と
に

原
則

2
名

（う
ち

１
名

は
運

営
指

導
員

等
、

管
理

責
任

者
を

配
置

）

２
名

以
上

、
少

な
く
と

も
１

人
は

専
任

※
少

な
く
と

も
１
人

は
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

に
従

事
（
大

阪
市

子
ど

も
の

家
事

業
運

営
基

準
）

１
名

以
上

（
大

阪
市

留
守

家
庭

児
童

対
策

事
業

補
助

金
交

付
要

綱
）

大
阪

市
相

模
原

市
名

古
屋

市

わ
く
わ

く
プ

ラ
ザ

児
童

い
き

い
き

放
課

後
事

業
子

ど
も

の
家

事
業

留
守

家
庭

児
童

対
策

事
業

ト
ワ

イ
ラ

イ
ト

ス
ク

ー
ル

留
守

家
庭

児
童

育
成

会
ひ

ま
わ

り
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

放
課

後
児

童
会

児
童

ク
ラ

ブ
民

間
児

童
ク

ラ
ブ

運
営

費
補

助
事

業
放

課
後

子
ど

も
プ

ラ
ン

モ
デ

ル
事

業

‐11‐



2
設

置
区

分

3
実

施
箇

所
数

4
対

象
学

年

5
待

機
児

童
数

6
定

員
を

超
え

た
場

合
の

選
定

基
準

7

定
員

に
対

し
て

、
１
人

あ
た

り
の

利
用

専
用

ス
ペ

ー
ス

㎡

※
部

屋
数

で
は

な
く
、

児
童

一
人

当
た

り
の

確
保

面
積

8
保

護
者

負
担

金
（
利

用
料

）

9
(負

担
金

）
月

ご
と

に
違

い
が

あ
る

場
合

そ
の

内
訳

1
0

負
担

金
に

お
や

つ
代

は
含

ま
れ

て
い

る
か

。

1
1

減
額

免
除

制
度

も
し

く
は

所
得

階
層

制
度

の
有

無

1
2

減
額

免
除

制
度

も
し

く
は

所
得

階
層

制
度

の
基

準

1
3

学
校

休
業

日
に

お
け

る
開

室
時

間

1
4

基
本

閉
室

時
間

1
5

延
長

閉
室

時
間

1
6

延
長

料
金

1
7

お
や

つ
代

1
8

指
導

員
賃

金
の

予
算

上
の

積
算

単
価

1
9

指
導

員
配

置
基

準

事
業

名
1

都
市

名

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

政
令

市
比

較
 　

(平
成

2
4
年

5
月

1
日

現
在

）

す
く
す

く
コ

ー
ス

の
び

の
び

コ
ー

ス

公
設

民
営

，
民

設
民

営
民

設
民

営
公

設
民

営
公

設
民

営
公

設
民

営
公

設
民

営
公

設
民

営
(指

定
管

理
者

制
度

:非
公

募
）

民
設

民
営

1
4
9
箇

所
9
箇

所
1
7
0
箇

所
7
6
箇

所
1
7
箇

所
6
箇

所
1
5
5
箇

所
3
9
箇

所

1
～

3
年

生
（
障

害
の

あ
る

児
童

は
４
年

生
ま

で
）

1
～

3
年

生
（
障

害
の

あ
る

児
童

は
４
年

生
ま

で
）

1
～

6
年

生
1
～

6
年

生
（就

労
家

庭
優

先
）

1
～

6
年

生
1
～

6
年

生
の

就
労

家
庭

児
童

4
～

6
年

生
1
～

6
年

生
の

就
労

家
庭

児
童

1
～

3
年

生
（就

労
家

庭
等

の
み

）
原

則
全

学
年

（
就

労
家

庭
等

の
み

）

0
人

把
握

し
て

い
な

い
定

員
を

設
け

ず
1
6
1
人

定
員

を
設

け
ず

0
人

0
人

5
4
人

な
し

な
し

-
-

-
ひ

と
り
親

世
帯

で
、
昼

間
、
就

労
等

に
よ

り
保

護
者

が
家

庭
に

い
な

い
児

童
を

優
先

的
に

受
け

入
れ

-
-

-
各

施
設

に
よ

る
-

-

2
.4

1
㎡

3
.7

0
㎡

把
握

し
て

い
な

い
1
.4

5
㎡

-
1
.4

7
㎡

-
1
.1

0
㎡

2
.3

1
㎡

1
.9

8
㎡

※
上

記
基

準
に

も
と

づ
き

各
学

童
保

育
所

で
決

定
す

る

0
円

～
9
,5

0
0
円

5
,0

0
0
円

～
2
0
,0

0
0
円

保
険

料
8
0
0
円

/
年

及
び

教
材

費
等

別
途

8
,0

0
0
円

/
月

4
,0

0
0
円

/
月

8
,0

0
0
円

/
月

4
,0

0
0
円

/
月

4
,0

0
0
円

/
月

（
月

の
利

用
日

に
よ

っ
て

は
2
,0

0
0
円

）
4
,5

0
0
円

/
月

各
学

童
保

育
所

に
よ

る
最

低
額

：5
,0

0
0
円

/
月

最
高

額
：1

8
,0

0
0
円

/
月

－
－

-
-

-
-

-
-

-
各

学
童

保
育

所
に

よ
る

含
ま

ず
各

ク
ラ

ブ
に

よ
っ

て
異

な
る

含
ま

ず
含

ま
ず

-
含

む
含

ま
ず

各
学

童
保

育
所

に
よ

る

有
無

無
有

無
無

有
各

学
童

保
育

所
に

よ
る

別
紙

参
照

－
-

○
生

活
保

護
受

給
者

・
市

民
税

非
課

税
世

帯
⇒

全
額

減
免

○
市

民
税

均
等

割
世

帯
⇒

半
額

減
免

-
-

○
生

活
保

護
受

給
者

、
市

民
税

非
課

税
か

つ
母

子
・
父

子
世

帯
⇒

全
額

減
免

○
市

民
税

非
課

税
世

帯
⇒

半
額

減
免

各
学

童
保

育
所

に
よ

る

午
前

8
時

3
0
分

午
前

7
時

～
9
時

の
間

で
各

ク
ラ

ブ
に

よ
っ

て
異

な
る

教
室

に
よ

り
異

な
る

。
（最

長
6
時

ま
で

）
午

前
9
時

（
夏

休
み

の
み

午
前

8
時

3
0
分

）
午

前
9
時

午
前

8
時

午
前

9
時

（
夏

休
み

の
み

午
前

8
時

3
0
分

）
午

前
8
時

午
前

9
時

（
長

期
休

業
中

の
み

午
前

8
時

3
0
分

）
各

学
童

保
育

所
に

よ
る

午
後

6
時

1
7
時

～
2
1
時

の
間

で
各

ク
ラ

ブ
に

よ
っ

て
異

な
る

教
室

に
よ

り
異

な
る

。
（最

長
6
時

ま
で

）
午

後
6
時

午
後

5
時

午
後

6
時

3
0
分

午
後

6
時

午
後

5
時

3
0
分

午
後

5
時

午
後

5
時

午
後

6
時

3
0
分

各
ク

ラ
ブ

に
よ

っ
て

異
な

る
延

長
な

し
延

長
な

し
延

長
な

し
延

長
な

し
延

長
な

し
延

長
な

し
午

後
6
時

各
学

童
保

育
所

に
よ

る

別
紙

参
照

各
ク

ラ
ブ

に
よ

っ
て

異
な

る
-

-
-

-
-

-
1
,5

0
0
円

/
月

各
学

童
保

育
所

に
よ

る

1
,5

0
0
～

2
,0

0
0
円

程
度

把
握

し
て

い
な

い
-

2
,0

0
0
円

（負
担

金
と

は
別

）
-

2
,0

0
0
円

（負
担

金
と

は
別

）
-

負
担

金
に

含
む

1
,5

0
0
円

/
月

（負
担

金
と

は
別

）
各

学
童

保
育

所
に

よ
る

現
行

給
与

の
1
号

上
積

み
額

－

学
習

ア
ド
バ

イ
ザ

ー
謝

礼
 8

0
0
円

/
時

間
学

習
サ

ポ
ー

タ
ー

謝
礼

 ７
0
0
円

/
時

間

8
3
0
円

8
5
0
円

8
5
0
円

8
3
0
円

8
5
0
円

9
2
0
円

/
時

単
価

に
よ

る
積

算
な

し

児
童

館
：5

人
（う

ち
学

童
担

当
2
人

）
学

童
保

育
所

：2
人

各
ク

ラ
ブ

に
よ

っ
て

異
な

る

参
加

児
童

2
5
人

未
満

で
3
人

　
　
　
　
　
　
2
5
人

以
上

で
4
人

　
　
　
　
　
　
4
0
人

以
上

で
5
人

　
　
　
　
　
　
5
5
人

以
上

で
6
人

　
　
　
　
　
　
7
0
人

以
上

で
7
人

(う
ち

1
人

は
学

習
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
）

3
5
人

ま
で

　
2
人

7
0
人

ま
で

　
3
人

1
0
5
人

ま
で

　
4
人

1
2
0
人

ま
で

5
人

1
2
1
人

以
上

7
人

（う
ち

１
人

は
主

任
指

導
員

）

4
0
人

ま
で

　
2
人

6
0
人

ま
で

　
3
人

8
0
人

ま
で

4
人

1
0
0
人

ま
で

5
人

1
2
0
人

ま
で

6
人

(う
ち

1
人

は
学

習
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
）

3
5
人

ま
で

　
2
人

7
0
人

ま
で

　
3
人

1
0
5
人

ま
で

　
4
人

1
2
0
人

ま
で

5
人

1
2
1
人

以
上

7
人

（う
ち

1
人

は
主

任
指

導
員

）

学
習

ア
ド
バ

イ
ザ

ー
1
人

指
導

員
1
人

以
上

利
用

児
童

2
0
人

に
対

し
指

導
員

1
人

（う
ち

１
人

は
主

任
指

導
員

）

～
1
9
人

　
　
　
1
人

2
0
～

3
5
人

 　
2
人

3
6
～

5
2
人

　
 2

人
（長

期
休

業
期

間
中

は
3
人

）
5
3
～

7
0
人

　
 3

人
7
1
～

1
0
5
人

　
4
人

1
0
6
人

以
上

　
5
人

1
9
人

以
下

　
1
人

以
上

2
0
人

以
上

　
2
人

以
上

※
上

記
基

準
に

も
と

づ
き

各
学

童
保

育
所

で
決

定
す

る

神
戸

市
京

都
市

堺
市

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業

含
ま

ず

有

○
生

活
保

護
受

給
者

・
市

民
税

非
課

税
世

帯
⇒

全
額

減
免

○
市

民
税

均
等

割
世

帯
⇒

半
額

減
免

放
課

後
ル

ー
ム

美
原

児
童

会

公
設

民
営

1
0
箇

所

学
童

ク
ラ

ブ
事

業
地

域
学

童
ク

ラ
ブ

事
業

放
課

後
ま

な
び

教
室

の
び

の
び

ル
ー

ム

堺
っ

子
く
ら

ぶ

‐12‐



2
設

置
区

分

3
実

施
箇

所
数

4
対

象
学

年

5
待

機
児

童
数

6
定

員
を

超
え

た
場

合
の

選
定

基
準

7

定
員

に
対

し
て

、
１
人

あ
た

り
の

利
用

専
用

ス
ペ

ー
ス

㎡

※
部

屋
数

で
は

な
く
、

児
童

一
人

当
た

り
の

確
保

面
積

8
保

護
者

負
担

金
（
利

用
料

）

9
(負

担
金

）
月

ご
と

に
違

い
が

あ
る

場
合

そ
の

内
訳

1
0

負
担

金
に

お
や

つ
代

は
含

ま
れ

て
い

る
か

。

1
1

減
額

免
除

制
度

も
し

く
は

所
得

階
層

制
度

の
有

無

1
2

減
額

免
除

制
度

も
し

く
は

所
得

階
層

制
度

の
基

準

1
3

学
校

休
業

日
に

お
け

る
開

室
時

間

1
4

基
本

閉
室

時
間

1
5

延
長

閉
室

時
間

1
6

延
長

料
金

1
7

お
や

つ
代

1
8

指
導

員
賃

金
の

予
算

上
の

積
算

単
価

1
9

指
導

員
配

置
基

準

事
業

名
1

都
市

名

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

政
令

市
比

較
 　

(平
成

2
4
年

5
月

1
日

現
在

）

岡
山

市
広

島
市

一
般

ク
ラ

ブ
（
運

営
委

員
会

委
託

）
児

童
館

内
ク

ラ
ブ

運
営

委
員

会
へ

の
補

助
公

設
公

営
公

設
民

営
公

設
民

営
(指

定
管

理
者

:公
募

)
※

こ
ど

も
文

化
セ

ン
タ

ー
含

む
公

設
公

営
民

設
民

営
公

設
民

営
公

設
民

営
民

設
民

営
公

設
民

営

1
2
6
箇

所
1
6
3
箇

所
1
5
0
箇

所
4
6
箇

所
1
0
0
箇

所
9
箇

所
6
箇

所
2
3
5
箇

所
（1

3
8
校

）
3
箇

所
5
9
箇

所

小
学

校
1
～

3
年

生
の

就
労

家
庭

児
童

1
～

3
年

生
１
～

3
年

生
（
障

が
い

の
あ

る
児

童
は

6
年

生
ま

で
）

①
1
～

３
年

生
（
一

部
の

施
設

で
は

，
４
年

生
以

上
も

受
入

）
②

す
べ

て
の

学
年

の
心

身
に

障
が

い
を

有
す

る
児

童

①
1
～

３
年

生
②

す
べ

て
の

学
年

の
心

身
に

障
が

い
を

有
す

る
児

童
１
～

６
年

生

3
8
人

な
し

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

0
人

-

一
人

親
家

庭
を

優
先

。
そ

れ
以

外
の

基
準

は
、

各
児

童
ク

ラ
ブ

に
よ

る
-

-
-

-
-

-
-

-
-

施
設

に
よ

り
異

な
る

が
、
1
人

当
た

り
1
.6

5
㎡

確
保

で
き

る
よ

う
に

、
施

設
整

備
を

行
っ

て
い

る
。

定
員

を
設

け
て

い
な

い
定

員
の

設
定

無
し

な
お

、
施

設
設

置
基

準
と

し
て

は
、
1
人

当
た

り
1
.1

㎡
以

上

定
員

無
し

と
し

て
お

り
，

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
1
.6

5
㎡

/
人

を
目

安
と

し
て

い
る

。
-

-

各
運

営
委

員
会

に
よ

り
異

な
る

が
、
標

準
基

準
で

は
月

額
6
,0

0
0

円
～

8
,0

0
0
円

（お
や

つ
代

含
む

）
無

料
7
,0

0
0
円

/
月

（標
準

モ
デ

ル
）

5
,5

0
0
円

/
月

4
,3

0
0
円

/
月

3
,0

0
0
円

/
月

（基
本

利
用

料
）

3
,0

0
0
円

/
月

（基
本

利
用

料
）

無
料

各
運

営
委

員
会

に
よ

り
異

な
る

が
、
長

期
休

業
中

に
加

算
が

あ
る

場
合

が
あ

る
。

-
－

-
-

-
-

-

原
則

含
む

-
含

む
含

む
含

ま
ず

含
ま

ず
含

ま
ず

-

各
運

営
委

員
会

に
よ

り
異

な
る

-
運

営
委

員
会

に
よ

り
異

な
る

有
有

有
有

-

各
運

営
委

員
会

に
よ

り
異

な
る

-
運

営
委

員
会

に
よ

り
異

な
る

○
生

活
保

護
受

給
者

・
市

民
税

非
課

税
世

帯
⇒

半
額

減
免

○
生

活
保

護
受

給
者

・
就

学
援

助
受

給
者

⇒
全

額
免

除
○

兄
弟

姉
妹

が
同

時
在

籍
の

場
合

、
2
人

目
以

降
⇒

半
額

免
除

○
生

活
保

護
受

給
世

帯
⇒

基
本

利
用

料
，

延
長

利
用

料
と

も
に

全
額

免
除

○
就

学
援

助
受

給
世

帯
，
就

学
援

助
受

給
世

帯
と

同
程

度
に

困
窮

す
る

世
帯

，
き

ょ
う
だ

い
児

（2
人

目
以

降
）
⇒

基
本

利
用

料
は

全
額

免
除

，
延

長
利

用
料

は
半

額
免

除

○
生

活
保

護
受

給
世

帯
⇒

基
本

利
用

料
，

延
長

利
用

料
と

も
に

全
額

免
除

○
就

学
援

助
受

給
世

帯
，
就

学
援

助
受

給
世

帯
と

同
程

度
に

困
窮

す
る

世
帯

，
き

ょ
う
だ

い
児

（2
人

目
以

降
）⇒

基
本

利
用

料
は

全
額

免
除

，
延

長
利

用
料

は
半

額
免

除

-

運
営

委
員

会
に

よ
り
異

な
る

が
、

標
準

基
準

で
は

午
前

9
時

午
前

8
時

3
0
分

標
準

モ
デ

ル
：午

前
8
時

3
0
分

午
前

8
時

3
0
分

午
前

8
時

3
0
分

午
前

8
時

3
0
分

午
前

8
時

3
0
分

-

運
営

委
員

会
に

よ
り
異

な
る

が
、

標
準

基
準

で
は

午
後

5
時

ま
た

は
6
時

午
後

6
時

3
0
分

標
準

モ
デ

ル
：午

後
6
時

3
0
分

午
後

5
時

午
後

6
時

午
後

5
時

午
後

5
時

午
後

5
時

（冬
期

は
午

後
4
時

3
0
分

）

運
営

委
員

会
に

よ
り
異

な
る

延
長

な
し

標
準

モ
デ

ル
：延

長
な

し
午

後
6
時

3
0
分

延
長

な
し

午
後

7
時

午
後

7
時

-

運
営

委
員

会
に

よ
り
異

な
る

-
標

準
モ

デ
ル

：な
し

1
,0

0
0
円

-
1
時

間
延

長
1
,0

0
0
円

/
月

，
2
時

間
延

長
2
,0

0
0
円

/
月

，
土

曜
日

利
用

2
,0

0
0
円

/
月

1
時

間
延

長
1
,0

0
0
円

/
月

2
時

間
延

長
2
,0

0
0
円

/
月

土
曜

日
利

用
2
,0

0
0
円

/
月

-

負
担

金
に

含
む

-
負

担
金

に
含

む
2
,0

0
0
円

（負
担

金
に

含
む

）
2
,0

0
0
円

程
度

2
,0

0
0
～

3
,0

0
0
円

程
度

/
月

（
負

担
金

と
は

別
）

2
,0

0
0
～

3
,0

0
0
円

程
度

/
月

（
負

担
金

と
は

別
）

-

賃
金

単
体

で
の

積
算

は
な

し
賃

金
を

含
む

運
営

費
全

体
で

補
助

額
を

算
出

し
て

い
る

。
2
,5

5
6
,1

8
1
円

／
年

時
間

額
：1

,0
4
0
円

時
間

額
：1

,0
4
0
円

時
給

8
5
0
円

9
,4

7
0
円

/
日

-
1
,1

0
0
円

/
時

間

標
準

基
準

で
は

1
9
人

ま
で

　
1
人

5
0
人

ま
で

　
2
人

7
0
人

ま
で

　
3
人

9
0
人

ま
で

　
4
人

9
1
人

以
上

　
5
人

2
人

（
出

席
児

童
や

要
支

援
児

の
人

数
等

に
応

じ
て

臨
時

指
導

員
を

加
配

）

2
0
人

ま
で

　
1
人

4
0
人

ま
で

　
2
人

6
0
人

ま
で

　
3
人

6
1
人

以
上

　
4
人

3
5
人

ま
で

　
3
人

5
0
人

ま
で

　
4
人

7
0
人

ま
で

　
5
人

（う
ち

1
人

以
上

は
児

童
厚

生
員

）

3
5
人

ま
で

　
2
人

7
0
人

ま
で

　
3
人

1
0
5
人

ま
で

　
4
人

1
0
6
人

以
上

　
5
人

本
市

補
助

要
綱

上
、

3
5
人

ま
で

　
2
人

以
上

7
0
人

ま
で

3
人

以
上

※
具

体
的

に
は

、
各

ク
ラ

ブ
で

判
断

し
て

い
る

本
市

補
助

要
綱

上
、

3
5
人

ま
で

　
2
人

以
上

7
0
人

ま
で

3
人

以
上

※
具

体
的

に
は

、
各

ク
ラ

ブ
で

判
断

し
て

い
る

児
童

数
　
　
指

導
員

　
　
補

助
指

導
員

(時
間

数
）

　
 ～

4
0
人

　
1
+
加

配
  

3
H

4
1
～

6
0
人

　
　
2
  

4
H

6
1
～

7
0
人

　
　
2
  

6
H

7
1
～

8
0
人

　
　
2
  

8
H
(1

7
H
)

8
1
～

1
0
0
人

  
 2

  
1
1
H
(1

8
H
)

1
0
1
～

1
2
0
人

 2
  

1
4
H
(1

9
H
)

1
2
1
～

1
4
0
人

 3
  

1
4
H
(1

9
H
)

1
4
1
～

1
6
0
人

 3
  

1
7
H

1
6
1
人

以
上

 　
4
  

1
7
H

※
（
）
内

は
，
別

棟
等

で
分

割
運

営
を

行
う

大
規

模
校

に
つ

い
て

，
時

間
数

を
増

。

把
握

し
て

い
な

い
一

実
施

校
あ

た
り
1
人

福
岡

市
熊

本
市

北
九

州
市

留
守

家
庭

子
ど

も
会

事
業

留
守

家
庭

子
ど

も
ク

ラ
ブ

事
業

放
課

後
等

の
遊

び
場

づ
く
り
事

業
熊

本
市

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業 -

ク
ラ

ブ
ご

と
に

異
な

る

ク
ラ

ブ
ご

と
に

異
な

る

ク
ラ

ブ
ご
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に
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に
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に
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に
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人
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㎡

以
上

と
な
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う
整

備

１
～

3
年

生
（
（
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が
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児
そ

の
他

健
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成

上
指

導
を

要
す

る
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6
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ま
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）
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に
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ブ
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童
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